
   

【申請者氏名】 
保護者の方どちらかの氏名を記載してください。 

【住所・氏名・電話番号】 
提出書類について問い合わせをする場合がありますので、父母 
どちらかの電話番号は必ず記載してください。 
また、海外から申請される方は、国内連絡先（住所・氏名・電話番

号）をあわせて記載してください。 

【申請児童の☑項目】 
申請児童のチェック漏れが多く見られます。チェックがない児童

については、選考対象外になりますので必ず確認してください。 

【利用希望園】 
入園を希望する保育園の申請可能年齢を必ず確認してください。 
利用希望園は、保育園のご案内等をご確認のうえ、名称を省略 
せず記載してください。 

【複数の児童の申請】 
複数の児童で異なる希望園を申請する場合は、それぞれの希望が

わかるように記載してください。 
また、別紙きょうだい条件確認表（品川区所定様式）にて兄弟条件

を確定しますので、必ず提出してください。 
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【保育の必要量】 
申請、入園後に変更いただくことも可能です。 

【保育が必要な事由】 
入園希望月において、保育が必要な事由（保育園入園が必要な 
理由）で該当する項目について記載してください。 

【児童の健康状況】 
健康上あるいは発達上気になることがある場合は、心身状況報告 
書（品川区所定様式）、児童調査書（品川区所定様式）、障害者手 
帳・発達検査結果等の写し（お持ちの方のみ）を提出してください。 
 

【父母の状況】 
保育が必要な事由で該当する項目のみ記載してください。 

記載例 



  

【No4】 
育休中で復職を伴わない転園申請のみを希望する方が対象と 
なります。 

【No5】 
就労を開始してから、利用希望入園月までの直近３か月の勤務状

況が確認できない場合については、調整指数番号１８の減点項目

が対象になります。 
前職等を含めて、利用希望入園月までの直近３か月の勤務状況を

確認させていただくために、必ず前職等の勤務状況等がわかる 
関係書類を提出してください。 

【No6】 
現在学校等に通っており（就学）、４月から就職が決まっている 
場合については、就学（予定）状況証明書（品川区所定様式） 
と４月からの勤務先の勤務（内定）証明書を提出してください。 
【就学から就労に切り替わる場合】 
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【No9-1】 
（４）認可外保育園等に通園している場合のみ受託証明書 
（品川区所定様式）を提出してください。 
 

【No10～15】 
本書式での回答と書類のご提出がなければ、調整指数の加点対

象となりません。 

【No16】 
システム上、情報確認できるため、書類の提出は不要です。 

【No17】 
品川区に住民登録がない方は、マイナンバー等の情報を利用し、

課税されている自治体に課税状況の照会をします。 
照会の結果、課税状況の確認ができない場合は状況確認のために

ご連絡する場合があります。 

【No18】 
その年の中で国内収入と海外収入の２つがある場合も年間給与

証明書・年間収入申告書（品川区所定様式）を提出してください。 

【No19】 
世帯の課税状況が非課税の場合、同居の祖父母について、生計を

一にしている扶養義務者とみなし、階層の算定をする場合があり

ます。 
入園後に上記の世帯状況が判明した場合、保育料の追加で徴収等

をする場合があります。 

記載例 


